














































別記様式第３

第 号

年 月 日

交 通 部 長 殿（交．規．道２）

総 務 部 長 殿（総．会．予）

警察署長 印

代 執 行 報 告 書

みだしのことについては、下記のとおり代執行の必要が認められるので報告する。

記

違 法 工 作 物 等

設置（放置）場所 区 町 丁目 番 号

措置命令年月日 年 月 日

代 執 行 の

必 要 性 を

認 め た 理 由

１ 違法工作物等措置簿（写）

２ 違法工作物等措置命令書（写）

添 付 書 類

３ 沿道工作物等措置命令書（写）

４ 措置命令書受領書（写）



別記様式第４（第12関係）

（表）

第 号

年 月 日

住 所

氏 名 殿

警視庁 警察署長 印

戒 告 書

下記工作物等に対する是正措置については、 年 月 日付け第 号

（措置期限 年 月 日）により、違法工作物等措置命令書、沿道工作物等

措置命令書を交付しましたが、いまだに義務が履行されていません。下記期限までに履行

されないときは、行政代執行法第２条の規定に基づき、本職が、これを執行することとな

るので、同法第３条第１項の規定に基づき戒告します。

なお、代執行に要した費用はあなたから徴収します。また、代執行により工作物等又は

他の資材について損害を生じても、その責任は一切負わないので、念のため申し添えます。

記

履 行 期 限 年 月 日まで

工作物等の場所 区（市） 町（村） 丁目 番 号

工 作 物 等

（危険又は妨

害となってい

る工作物等）

と る べ き

必 要 な 措 置

備 考



（裏）

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て60日以内に、東京都公安委員会（警視庁交通部交通規制課道路第二係経由）に対し

て審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると

審査請求をすることができなくなります。）。

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月

以内に、東京都を被告として（訴訟において東京都を代表する者は東京都公安委員会

となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分が

あったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起

することができます（なお、この場合においても、当該審査請求に対する裁決の日の

翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくな

ります。）。



別記様式第５（第14関係）

（表）

第 号

年 月 日

住 所

氏 名 殿

警視庁 警察署長 印

代 執 行 令 書

下記のとおり、行政代執行法第２条の規定により、代執行を行いますので、同法第３条

第２項の規定により通知します。

なお、代執行に要する費用は、同法第５条の規定に基づいて、あなたから徴収します。

記

代 執 行 を

行 う 期 日 年 月 日

代 執 行 を
区（市） 町（村） 丁目 番 号

行 う 場 所

代執行を行

う工作物等

執行責任者

代執行に要

す る 費 用 円也（概算見積額）

１ 違法工作物等措置命令書交付（ 年 月 日第 号）

代 執 行 を ２ 沿道工作物等措置命令書交付（ 年 月 日第 号）

行 う 理 由 ３ 戒告書交付（ 年 月 日第 号）

によっても義務を履行しないため。

代 執 行
１ 除去 ２ 移転 ３ 改修 ４ その他

の 措 置



（裏）

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て60日以内に、東京都公安委員会（警視庁交通部交通規制課道路第二係経由）に対し

て審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると

審査請求をすることができなくなります。）。

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月

以内に、東京都を被告として（訴訟において東京都を代表する者は東京都公安委員会

となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分が

あったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起

することができます（なお、この場合においても、当該審査請求に対する裁決の日の

翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくな

ります。）。









別記様式第９

第 号

年 月 日

住 所

氏 名 殿

警視庁 警察署長 印

引 取 通 知 書

下記の代執行を行うに当たり、代執行対象物件は同日、同所におい

代執行実施に て引き渡すので、所有者等において引き取っていただくことになりま

伴う除去等資 す。

材の引取りに もし、引取りがないため、対象物件に損害が生じても、その責任を

つ い て 負いかねます。また、やむを得ず保管業者に委託保管することとなっ

たときは、その保管費用は所有者等の負担となります。

代 執 行 日 時 年 月 日午 時 分

代執行実施場所 区 町 丁目 番 号

代執行対象物件







別記様式第12

年 月 日

住 所

氏 名 殿

警視庁 警察署長 印

工 作 物 等 引 渡 依 頼 書

下記引取人に保管工作物等を引き渡すように依頼します。

住 所

受 取 人

氏 名

住 所

所有者等

氏 名

名 称 又 は 種 類 形 状 特 徴 数 量

保管した工作物等

保 管 し た 場 所

月 日午 時 分から

保 管 期 間

月 日午 時 分まで

備 考











別記様式第14

公 示 送 達 書

年 月 日

下記の書類は、当警察署交通課に保管してありますから、来署の上、受領してください。

警視庁 警察署長 印

記

送 達 を 受 け

る べ き 者 の

住 所 及 び 氏 名

送 達 す る

書 類 の 名 称

備 考

備考１ ｢公示送達」は、公示年月日及び送達を受けるべきごとに一葉とする。

２ 年月日は、公示した日を記載すること。



別記様式第15

第 号

年 月 日

交 通 部 長 殿（交．規．道２）

警察署長 印

滞 納 処 分 上 申 書

被 滞 納 者

住 所 及 び 氏 名

滞 納 金 額

参 考 事 項

１ 違法工作物等措置簿（写）

２ 代 執 行 実 施 簿（写）

添 付 書 類 ３ 公 示 送 達 書（写）

４ そ の 他





























別記様式第26

違 法 工 作 物 等 保 管 公 示 書

道路交通法（昭和35年法律第105号）第81条第３項の規定に基づき、下記の工作物等

を保管したので公示する。

年 月 日

公示者

警視庁 警察署長

警 視 印

記

１ 保管した違法工作物等の名称又は種類

形 状

特 徴

数 量

２ 除 去 等 年 月 日

年 月 日午 時 分

３ 除 去 等 の 場 所

区 町 丁目 番 号

４ 保管開始年月日時

年 月 日午 時 分

５ 保 管 場 所

区 町 丁目 番 号

６ そ の 他



別記様式第27

通知（ ）第 号

年 月 日

交通規制課長（交規．道２）

警視庁 警察署長 印

公 報 登 載 依 頼 書

違法工作物等を除去等・保管等したところ、当該工作物等の所有者等の氏名及び住所を

知ることができないため、当警察署掲示板に14日間掲示したが、所有者等が判明しないの

で、道路交通法第81条第３項に基づき、東京都公報への登載を依頼する。

記

措 置 月 日

措 置 保 管 件 数

１ 違法工作物等措置簿（写）

添 付 書 類 ２ 違法工作物等保管公示書（写）

３ 違法工作物等保管公示



別記様式第28

違 法 工 作 物 等 保 管 公 示

道路交通法（昭和35年法律第105号）第81条第３項の規定に基づき、下記の工作物等

を保管したので公示する。

年 月 日

公示者

警視庁 警察署長

警 視

記

１ 保管した違法工作物等の名称又は種類

形 状

特 徴

数 量

２ 除 去 等 年 月 日

年 月 日午 時 分

３ 除 去 等 の 場 所

区 町 丁目 番 号

４ 保管開始年月日時

年 月 日午 時 分

５ 保 管 場 所

区 町 丁目 番 号

６ そ の 他



別記様式第29

第 号

年 月 日

住 所

氏 名 殿

警視庁 警察署長 印

工 作 物 等 売 却 処 分 通 知 書

年 月 日、あなたの物件を、次のとおり売却処分にしましたか

ら、通知します。

記

１ 処分の理由

道路交通法（昭和35年法律第105号）第81条第４項の規定により、工作物等の所

有者等の氏名及び住所を知ることができず

○ 滅失し、若しくは破損するおそれがあるため

○ 公示の日から起算して３月を経過し、保管に不相当な費用がかかり若しくは手

数を要するため

２ 工作物等及び売却価格

３ 工作物等の保管開始年月日時

年 月 日午 時 分

４ 保 管 公 示 年 月 日

年 月 日

５ 工作物等を設置（放置）していた場所

区 町 丁目 番 号





別記様式第31

第 号

年 月 日

住 所

氏 名 殿

警視庁 警察署長 印

工 作 物 等 廃 棄 処 分 通 知 書

年 月 日、あなたの工作物等を、次のとおり廃棄処分しましたから、通知

します。

記

１ 処分の理由

道路交通法（昭和35年法律第105号）第81条第５項の規定により、工作物等の所有

者等の氏名及び住所を知ることができず、保管に不相当な費用を要するため売却処分

に付したが、買受人がなかったため。

２ 工作物等の名称及び種類、特徴、数量

３ 除去等の年月日時

年 月 日午 時 分

４ 除 去 等 の 場 所

区 町 丁目 番 号

５ 工作物等の保管開始年月日時

年 月 日午 時 分

６ 工作物等の保管した場所

区 町 丁目 番 号

７ 保 管 公 示 年 月 日

年 月 日
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